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令和４年３月２０日 

ＴＫＣシステム開発研究所 

 

ＰＸシリーズ・あんしん給与[2023年04月版]への更新前に 

令和５年４月１日以降の雇用保険率で計算する方法 

 

令和５年４月からの雇用保険率の改正に対応したＰＸシリーズ・あんしん給与[2023年04月版]を令

和５年４月４日（火）から提供します。 

給与締日等の関係で、ＰＸシリーズ・あんしん給与[2023年04月版]への更新前に令和５年４月１日

以降の雇用保険率で計算したい場合の方法を下記のとおりご案内いたします。 

 

１．[2023年04月版]の到着前に改正後の雇用保険率に基づき給与計算を行う場合の対処方法 

会社情報タブ「3 労働保険情報」（あんしん給与の場合は、会社・社員タブ「労働保険」）で次の

とおり設定を変更します。 

なお、当変更は、旧保険率で計算する給与の支給日の翌日以降に行ってください。その前に変更

すると旧保険率で計算した給与が未計算に戻ります。 

(1) 画面上部の「雇用保険料入力」ボタンをクリックすると、新保険率が入力可能になります。 

「適用事業の種類」欄の設定により、次の保険率を入力してください。 

行 「適用事業の種類」欄 

の設定内容 

「雇用保険率」欄 

に入力する保険率 

「従業員負担分」欄 

に入力する保険率 

１ 一般 15.5 6.0 

２ 農林水産・清酒製造業 17.5 7.0 

３ 建設業 18.5 7.0 
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■会社情報タブ「3 労働保険情報」（一般の場合） 

 

 

２．令和５年４月以後支給の給与の雇用保険料を改正前の雇用保険率で計算・支給済の場合の扱いに

ついて 

最寄りの労働局にご確認ください。 

なお、ＴＫＣシステム開発研究所から栃木労働局に確認したところ、例えば、給与締日が令和４

年３月末で支給日が４月の場合、支給額は３月末で確定することになるため、３月末締め４月支給

の分は改正前の雇用保険率で計算しても差し支えないとのことでした。 

 

３．【ご参考】令和５年４月からの雇用保険率の改正内容 

令和５年４月１日から適用される雇用保険率が、次のとおり引き上げられます。 

(カッコ内は従業員負担分) 

行 適用事業の種類 
令和４年１０月１日から 

令和５年３月３１日まで 

令和５年４月 １日から 

令和６年３月３１日まで 

１ 一般（行２、３以外） 13.5/1000(5.0/1000) 15.5/1000(6.0/1000) 

２ 農林水産・清酒製造業 15.5/1000(6.0/1000) 17.5/1000(7.0/1000) 

３ 建設業 16.5/1000(6.0/1000) 18.5/1000(7.0/1000) 

  

以上 


